
第194号 （４）鎌 ケ 谷 市 議 会 だ よ り

各
会
派
の
代
表
者
が
市
長
の
提
出

議
案
に
対
し
て
、質
疑
し
ま
し
た
。

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

議
案
に
対
す
る
質
疑

議
案
に
対
す
る
質
疑

令和３年５月15日

（お知らせ）次回の定例会議号は、８月15日（日）発行予定です。

　　　　　　　　　　　　　

　　　

　　　　　

　　　

　　　

　　　　　　　　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

政

友

会
後
関
　
俊
一

未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム
佐

藤
　
　

剛

立

憲

民

主

党
河
内
　
一
朗

日

本

共

産

党
佐
竹
　
知
之

公

明

党
鈴
木
　
哲
也

○
議
案
第
１
号

問　

今
回
の
改
正
で
は
時
間
外
勤

務
の
上
限
の
時
間
な
ど
を
本
市
の

規
則
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
も
の
で
す
が
、
本
市
の

職
員
の
超
過
勤
務
の
実
態
は
ど
の

よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
、
ま
た
、

そ
の
実
態
や
人
事
院
規
則
の
内
容

を
踏
ま
え
て
、
本
市
の
規
則
に
は

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
定

め
て
い
く
の
か
伺
い
ま
す
。

答　

令
和
元
年
度
の
本
市
職
員
の

時
間
外
勤
務
の
実
績
は
、
月
45
時

間
を
超
え
た
職
員
数
及
び
部
署
は

77
名
で
28
部
署
、
年
間
360
時
間
を

超
え
た
職
員
数
及
び
部
署
は
39
名

で
15
部
署
で
す
。

　

次
に
、
規
則
の
具
体
的
な
内
容

に
つ
い
て
は
、
時
間
外
勤
務
の
上

限
は
人
事
院
規
則
と
同
様
の
原
則
、

○
議
案
第
20
号

問　

契
約
方
法
は
制
限
付
一
般
競

争
入
札
と
の
こ
と
で
す
が
、
追
加

さ
れ
た
参
加
資
格
要
件
及
び
そ
の

目
的
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　

参
加
資
格
要
件
は
本
市
に
業

者
登
録
が
あ
る
こ
と
、
特
定
建
設

業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
こ
と
、

指
名
停
止
措
置
を
受
け
て
い
な
い

こ
と
、
千
葉
県
内
に
本
店
ま
た
は

支
店
が
あ
る
こ
と
、
経
営
事
項
審

査
に
お
け
る
総
合
評
定
値
を
満
た

し
て
い
る
こ
と
、
監
理
技
術
者
を

専
任
で
配
置
で
き
る
こ
と
、
官
公

庁
が
発
注
し
た
建
築
一
式
工
事
を

元
請
と
し
て
施
工
し
た
実
績
が
あ

る
こ
と
等
で
す
。

　

次
に
、
参
加
資
格
要
件
を
設
定

し
た
目
的
に
つ
い
て
で
す
が
、
技

術
力
や
施
工
実
績
な
ど
の
要
件
は

工
事
の
履
行
、
品
質
な
ど
を
確
保

す
る
た
め
、
ま
た
地
域
要
件
に
つ

い
て
は
、
市
内
業
者
を
含
め
た
県

内
業
者
の
育
成
や
受
注
機
会
の
確

保
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

月
45
時
間
で
年
間
360
時
間
以
内
と

し
、
臨
時
的
に
時
間
外
勤
務
を
命

ず
る
必
要
が
あ
る
場
合
は
月
100
時

間
未
満
で
年
間
720
時
間
以
内
、
ま

た
２
か
月
か
ら
６
か
月
の
平
均
が

80
時
間
以
内
で
、
月
45
時
間
を
超

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
年
間
６

か
月
ま
で
と
定
め
る
予
定
で
す
。

ま
た
、
大
規
模
災
害
へ
の
対
応
や

重
要
な
法
令
の
立
案
な
ど
公
務
の

運
営
上
真
に
や
む
を
得
な
い
と
認

め
る
も
の
は
人
事
院
規
則
と
同
様

に
こ
の
上
限
を
超
え
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
併
せ
て
規
則
で
定
め
る

予
定
で
す
。

○
議
案
第
９
号

問　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合

判
定
の
対
象
と
な
る
建
築
物
及
び

従
来
か
ら
定
め
て
い
た
手
数
料
の

額
の
一
部
が
減
額
と
な
っ
た
理
由

に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合

性
判
定
の
対
象
と
な
る
建
築
物
は
、

住
宅
部
分
を
除
く
床
面
積
の
合
計

が
300
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
非
住

宅
建
築
物
で
、
主
に
事
務
所
や
店

舗
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

次
に
、
従
来
の
手
数
料
の
額
が

減
額
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、

手
数
料
の
額
の
算
出
に
当
た
っ
て

は
、
審
査
に
要
す
る
時
間
等
を
基

本
に
算
定
し
て
お
り
、
国
は
従
来

○
議
案
第
６
号

問　

地
域
密
着
型
通
所
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
当
た
っ
て
、
非
常
時
災
害

訓
練
に
お
け
る
地
域
住
民
と
の
連

携
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
地
域

住
民
の
理
解
を
得
て
、
協
力
を
仰

ぐ
仕
組
み
を
構
築
し
て
い
く
の
か

伺
い
ま
す
。

答　

各
事
業
所
で
は
、
利
用
者
や

そ
の
家
族
、
地
域
住
民
の
代
表
者

等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
運
営
推
進

会
議
を
設
置
す
る
こ
と
が
義
務
づ

○
議
案
第
４
号

問　

介
護
保
険
料
に
つ
い
て
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
れ
な
ど
で
引
上

げ
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

か
伺
い
ま
す
。

答　

介
護
保
険
の
財
源
は
、
法
定

負
担
割
合
が
決
め
ら
れ
て
お
り
、

厚
生
労
働
省
は
、
介
護
保
険
制
度

創
設
時
か
ら
一
貫
し
て
法
定
負
担

割
合
を
超
え
て
一
般
会
計
か
ら
繰

入
れ
を
行
う
こ
と
は
適
当
で
は
な

い
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
平
成

28
年
３
月
に
会
計
検
査
院
か
ら
出

さ
れ
た
介
護
保
険
制
度
の
実
施
状

況
に
関
す
る
会
計
検
査
の
結
果
に

つ
い
て
の
報
告
書
で
は
、
一
般
会

け
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
会
議

を
通
じ
て
要
望
や
助
言
等
を
聞
き
、

地
域
の
方
々
と
連
携
及
び
協
力
を

行
う
な
ど
、
地
域
と
の
交
流
を
図

ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
今
後
は
、
こ
の
よ
う
な
会
議

の
場
を
活
用
し
、
災
害
時
の
対
応

に
つ
い
て
も
協
議
を
行
い
、
訓
練

等
の
取
組
を
含
め
、
地
域
の
方
々

に
ご
協
力
い
た
だ
き
、
災
害
時
に

対
応
が
可
能
と
な
る
よ
う
助
言
や

支
援
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

計
か
ら
介
護
保
険
事
業
特
別
会
計

へ
の
繰
入
れ
に
つ
い
て
、
法
定
負

担
割
合
を
超
え
て
こ
れ
を
行
う
こ

と
は
本
来
第
１
号
被
保
険
者
の
保

険
料
で
負
担
す
る
費
用
に
つ
い
て
、

制
度
上
想
定
さ
れ
て
い
な
い
市
町

村
の
一
般
財
源
を
充
て
る
こ
と
に

な
る
こ
と
か
ら
、
費
用
負
担
の
公

平
性
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
も
、
介
護
保
険
料

の
引
上
げ
を
抑
え
る
た
め
に
一
般

会
計
か
ら
の
繰
入
れ
を
行
う
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
と
認
識
し
て
い

ま
す
。

対
象
床
面
積
の
範
囲
が
300
平
方
メ

ー
ト
ル
以
上
２
千
平
方
メ
ー
ト
ル

未
満
を
１
区
分
と
し
て
標
準
的
な

審
査
所
要
時
間
を
示
し
、
手
数
料

を
算
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
１
千

平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
着
工
割
合

が
著
し
く
大
き
い
こ
と
な
ど
か
ら
、

こ
れ
を
分
割
し
、
新
た
に
300
平
方

メ
ー
ト
ル
以
上
１
千
平
方
メ
ー
ト

ル
未
満
及
び
１
千
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
２
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
と

し
、
こ
の
う
ち
300
平
方
メ
ー
ト
ル

以
上
１
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

標
準
的
な
審
査
終
了
時
間
が
減
じ

た
た
め
、
改
め
て
手
数
料
を
算
定

し
た
と
こ
ろ
、
従
来
に
比
べ
て
減

額
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

議案番号等 件　　　　　　　名 審議結果

議案第１号 鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する
条例の制定について 原案可決 全会一致

議案第２号 鎌ケ谷市高額療養費貸付基金条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致

議案第３号 鎌ケ谷市国民健康保険出産費資金貸付基金条例を廃止する条例の
制定について 原案可決 全会一致

議案第４号 鎌ケ谷市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 賛成多数

議案第５号
鎌ケ谷市指定介護予防支援事業者の指定の要件並びに指定介護予
防支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の一
部を改正する条例の制定について

原案可決 全会一致

議案第６号 鎌ケ谷市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に
関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 賛成多数

議案第７号
鎌ケ谷市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及
び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防の
ための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改
正する条例の制定について

原案可決 賛成多数

議案第８号 鎌ケ谷市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準
を定める条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 賛成多数

議案第９号 鎌ケ谷市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第10号 鎌ケ谷市スポーツ施設誘致条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決 全会一致
議案第11号 令和２年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第11号） 原案可決 全会一致
議案第12号 令和２年度鎌ケ谷市介護保険特別会計補正予算（第３号） 原案可決 全会一致
議案第13号 令和２年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 原案可決 全会一致

議案番号等 件　　　　　　　名 審議結果
議案第14号 令和２年度鎌ケ谷市下水道事業会計補正予算（第２号） 原案可決 全会一致
議案第15号 令和３年度鎌ケ谷市一般会計予算 原案可決 全会一致
議案第16号 令和３年度鎌ケ谷市国民健康保険特別会計予算 原案可決 全会一致
議案第17号 令和３年度鎌ケ谷市介護保険特別会計予算 原案可決 賛成多数
議案第18号 令和３年度鎌ケ谷市後期高齢者医療特別会計予算 原案可決 全会一致
議案第19号 令和３年度鎌ケ谷市下水道事業会計予算 原案可決 全会一致
議案第20号 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校体育館改修工事請負契約の締結について 同　　意 全会一致
議案第21号 防災行政無線同報系整備工事請負変更契約の締結について 同　　意 全会一致

議案第22号 鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例
の制定について 原案可決 全会一致

議案第23号 令和２年度鎌ケ谷市一般会計補正予算（第12号） 原案可決 全会一致
議案第24号 令和２年度鎌ケ谷市下水道事業会計補正予算（第３号） 原案可決 全会一致
同意案第１号 教育委員会委員の任命について 同　　意 全会一致
同意案第２号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 同　　意 全会一致
諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 適　　任 全会一致
発議案第１号 鎌ケ谷市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 原案可決 全会一致
発議案第２号 ゲノム編集食品の表示義務化を求める意見書 原案可決 全会一致
陳情３－３－１ 75歳以上の医療費窓口負担について原則１割負担の継続を求める陳情書 不 採 択 賛成少数
陳情１－12－１ ゲノム編集食品の規制と表示義務化を求める意見書の提出を求める陳情 採　　択 全会一致

※審議の詳細な内容については、６月上旬に市議会ホームページに掲載される会議録をご覧ください。

予
算
審
査
特
別
委
員
会
委
員

委
員
長

芝　

田　

裕　

美

副
委
員
長

針　

貝　

和　

幸

委

員

葛　

山　

繁　

隆

委

員

宗　

川　

洋　

一

委

員

松　

原　

美　

子

委

員

伊　

福　

幸　

一

委

員

佐　

藤　
　
　

剛

委

員
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小　

易　
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彦

委

員

大　

野　

幸　

一

予
算
審
査
特
別
委
員
会

　

令
和
３
年
度
鎌
ケ
谷
市
一
般
会

計
、
３
特
別
会
計
及
び
１
事
業
会

計
予
算
に
つ
い
て
審
査
を
行
い
ま

し
た
。

　

一
般
会
計
に
つ
い
て
の
主
な
審

査
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

〈
総　

括
〉

問　

令
和
３
年
度
は
新
た
な
総
合

基
本
計
画
の
初
年
度
で
も
あ
り
、

様
々
な
事
業
が
計
上
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
今
回
の
予
算
編
成
に
当
た

っ
て
、
ど
こ
に
重
点
を
置
い
た
の

か
伺
い
ま
す
。

答　

令
和
３
年
度
予
算
の
重
点
は
、

現
在
、
市
民
の
方
が
一
番
心
配
さ

れ
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
へ
の
対
策
で
す
。
特
に
、

ワ
ク
チ
ン
接
種
に
つ
い
て
は
、
予

算
編
成
の
最
後
ま
で
検
討
を
重
ね
、

そ
の
時
点
で
得
ら
れ
た
国
か
ら
の

情
報
を
踏
ま
え
、
全
て
の
市
民
に

接
種
を
行
え
る
だ
け
の
予
算
を
計

上
し
、
そ
の
ほ
か
の
対
策
に
つ
い

て
も
、
予
算
編
成
方
針
に
お
い
て

特
別
要
求
枠
を
設
け
、
必
要
な
経

費
を
計
上
し
ま
し
た
。
ま
た
、
令

和
３
年
度
は
新
た
な
総
合
基
本
計

画
の
初
年
度
で
あ
り
、
基
本
構
想

に
掲
げ
る
基
本
目
標
な
ど
を
意
識

し
、「
子
ど
も
か
ら
お
年
寄
り
ま

で
ず
っ
と
笑
顔
で
い
ら
れ
る
街
」

を
実
現
す
る
た
め
、
重
点
化
を
図

り
編
成
を
行
い
ま
し
た
。

〈
歳　

入
〉

問　

新
規
計
上
さ
れ
た
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
地
方
税

減
収
補
て
ん
特
別
交
付
金
に
つ
い

て
伺
い
ま
す
。

答　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
な
ど
に
よ
り
、
令
和
２

年
２
月
か
ら
10
月
ま
で
の
任
意
の

３
か
月
間
の
売
上
高
が
前
年
同
時

期
と
比
べ
て
30
％
以
上
減
少
し
た

中
小
事
業
者
等
に
つ
い
て
、
令
和

３
年
度
課
税
の
１
年
分
に
限
り
、

償
却
資
産
及
び
事
業
用
家
屋
に
係

る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税

の
課
税
標
準
を
減
免
す
る
制
度
が

設
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
伴
う

減
収
が
本
交
付
金
で
補
て
ん
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
地
方
特
例
交
付

金
等
と
し
て
交
付
さ
れ
る
た
め
、

そ
の
使
途
は
一
般
財
源
と
な
り
ま

す
。〈

歳　

出
〉

問　

準
用
河
川
二
和
川
整
備
事
業

の
令
和
３
年
度
の
事
業
概
要
と
今

後
の
見
通
し
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。

答　

事
業
概
要
に
つ
い
て
、
バ
イ

パ
ス
区
間
の
工
事
は
引
き
続
き
南

児
童
セ
ン
タ
ー
付
近
か
ら
牡
鹿
台

ハ
イ
ツ
入
口
方
面
へ
向
か
う
市
道

に
横
１
・
８
メ
ー
ト
ル
、
縦
２
・

８
メ
ー
ト
ル
の
ボ
ッ
ク
ス
カ
ル
バ

ー
ト
を
延
長
60
メ
ー
ト
ル
設
置
す

る
予
定
と
な
っ
て
お
り
、
用
地
取

得
は
交
付
金
を
活
用
し
て
２
件
の

用
地
を
取
得
す
る
と
と
も
に
、
令

和
元
年
度
か
ら
２
年
度
に
か
け
て

先
行
取
得
し
た
用
地
の
買
戻
し
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今
後

の
見
通
し
に
つ
い
て
、
バ
イ
パ
ス

区
間
の
工
事
は
鋭
意
整
備
を
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
策

定
中
の
第
１
次
実
施
計
画
期
間
内

で
の
完
成
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

河
川
拡
幅
区
間
は
必
要
と
な
る
用

地
の
取
得
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
、
令
和
３
年
度
末
は
家
屋
の
移

転
を
伴
う
40
件
の
う
ち
累
計
で
12

件
が
完
了
す
る
予
定
で
す
。
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